
平成２３年度社会福祉士・精神保健福祉士及び介護福祉士 

海外研修・調査 実施要綱 
 

 

１ 目  的 

  社会福祉施設、相談機関若しくは在宅等（以下「社会福祉施設等」という。）において、現に福祉に関す

る相談に応じ、助言その他の援助（以下「相談援助」という。）又は介護業務を行っている社会福祉士・精

神保健福祉士若しくは介護福祉士を諸外国へ派遣し、その国における相談援助の方法・技能及び介護技術等

について、実地に研修・調査（以下「研修・調査」という。）し、もって我が国における社会福祉士、精神

保健福祉士及び介護福祉士の資質の向上並びに社会福祉の発展に資することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  財団法人社会福祉振興・試験センター（以下「センター」という。） 

 

３ 後  援 

社団法人日本社会福祉士会（以下「社会福祉士会」という。） 

社団法人日本精神保健福祉士協会（以下「精神保健福祉士協会」という。） 

  社団法人日本介護福祉士会（以下「介護福祉士会」という。） 

 

４ 研修・調査の実施方法 

研修・調査は、次の方法により行うものとする。 

（１）研修・調査のテーマについて 

研修・調査のテーマは、次のとおりとする。 

ア 社会福祉士・精神保健福祉士 

（ア）社会福祉施設等における社会福祉専門職の実践的役割とその実態について 

（イ）精神障害者社会復帰施設等における精神保健福祉専門職の実践的役割とその実態について 

（ウ）上記（ア）、（イ）以外のテーマで適当と認めたもの 

イ 介護福祉士 

（ア）施設又は在宅における介護の実態について 

（イ）その他センター理事長が必要と認めたもの 

（２）研修・調査施設の選定等について 

研修・調査施設の選定等については、次により行う。 

ア 社会福祉士・精神保健福祉士 

研修者自身が当該研修・調査テーマに適する施設等を選定し、受入先の承諾を得て行うものとする。 

イ 介護福祉士 

センタ－が指定するものとする。 

 

５ 派遣対象者 

（１）社会福祉士・精神保健福祉士について 

次の各号に該当し、社会福祉士会・精神保健福祉士協会のいずれかの推薦を受けた者とする。ただし、

社会福祉士会・精神保健福祉士協会の会員であるか否かは問わないものとする。 

ア 現に社会福祉施設等において、相談援助の業務に従事して3年以上の者 

イ 当該年度の12月1日現在において、次のいずれにも該当する者 



（ア）25歳以上55歳未満の者 

（イ）社会福祉士又は精神保健福祉士の資格取得後3年以上である者 

ウ 研修・調査終了後も引き続き相談援助の業務に従事する意志を有する者 

エ 過去において、当センターの海外研修に参加したことのない者 

 

（２）介護福祉士について 

次の各号に該当し、介護福祉士会の推薦を受けた者とする。ただし、介護福祉士会の会員であるか否か

は問わないものとする。 

ア 現に社会福祉施設等において、介護業務に従事している者 

 ※ 病院勤務の場合は、療養病棟で介護業務に従事している者が対象 

イ 当該年度の12月1日現在において、つぎのいずれにも該当する者 

（ア）25歳以上55歳未満の者 

（イ）介護福祉士の資格取得後3年以上である者 

ウ 研修・調査終了後も引き続き介護業務に従事する意志を有する者 

エ 心身ともに健康で、協調性があり、研修期間中団体行動ができる者 

オ 過去において、当センターの海外研修に参加したことのない者 

 

６ 派遣人員 

別に定める。 

  

７ 研修・調査実施期間 

（１）社会福祉士・精神保健福祉士についてはおおむね1か月間とする。 

ただし、全日程のうち3分の2以上は研修実働日に当てることとし、当該年度の3月15日までに完了するも

のとする。 

（２）介護福祉士については、平成23年9月3日（土）～平成23年9月17日（土）の15日間とする。 

 

８ 応募方法 

参加希望者は、次に掲げる書類を、社会福祉士は社会福祉士会、精神保健福祉士は精神保健福祉士協会、

介護福祉士は介護福祉士会を経由してセンターに提出するものとする。 

（１）社会福祉士及び精神保健福祉士は別紙1－(1)「社会福祉士・精神保健福祉士海外研修・調査参加申込書」、

介護福祉士は別紙1－(2)「介護福祉士海外研修・調査参加申込書」 

（２）履歴書(写真添付のこと) 

（３）健康診断書（1年以内の定期健康診断書等、コピー可） 

（４）小論文（1,200字程度、横書き、A4サイズたて用紙を使用すること。研修テーマに基づき、海外研修に参

加したい目的及び理由を明記すること。） 

 

９ 選考方法 

センターにおいて書類審査を行うこととする。 

 

10 派遣者の決定及び通知  

派遣者の決定は、センター理事長が行い、その結果を派遣決定者に通知するとともに、社会福祉士会、精

神保健福祉士協会及び介護福祉士会にも通知する。 

 

11 オリエンテ－ションの実施 



派遣する介護福祉士については、平成23年7月22日(金)にオリエンテ－ションを開催し、研修・調査に関す

る実施細目等について説明を行うものとする。派遣決定者はこれに出席することを条件とする。 

 

12 実施計画書の提出等  

社会福祉士・精神保健福祉士については、研修・調査受入先の承諾を得たときは、速やかに、別紙2「研修・

調査計画表」を提出するものとする。この「研修・調査計画表」には、航空運賃、宿泊費、資料代、通訳料

等についての見積書を添付するものとする。 

 

13 研修・調査費の交付等 

（１）社会福祉士・精神保健福祉士について 

① 研修・調査費は、交通費、滞在費、研修費（研修視察先謝礼を含む。）、通訳料、資料代等に限るも

のとする。 

② センタ－は、研修・調査費として、上記12により提出された見積書をセンタ－の定めた基準により査

定した額を交付する。 

③ 研修・調査に要する交付金の請求は、別紙3「研修・調査費請求書」により行うものとする。 

④ 研修・調査費は、研修・調査終了後領収書を添付し、センタ－の精算を受けるものとする。 

⑤ 研修・調査費は、第4号による精算の結果、第2号の規定により交付した金額に剰余を生じた場合には

当該剰余金はセンターの指示に従って返納するものとする。 

 

（２）介護福祉士について 

下記の費用を除き、センタ－が負担するものとする。 

①パスポート発給に伴う費用 

②当研修に係る日本国内往復費用及び宿泊費用 

③海外旅行傷害保険料 

センターにおいては、派遣団員の海外旅行傷害保険の付保は行わない。 

④個人的費用（飲料代、自由行動費、郵便電話料等。） 

⑤結団式及びオリエンテーションに参加するための交通費等の費用 

 

 

14 報告書等の提出 

（１）社会福祉士・精神保健福祉士については、帰国後速やかに別紙4「研修・調査報告書（概要）」に、 

別紙5｢研修・調査費収支報告書」及び別紙6「研修・調査実施状況表」を添付し提出すること。 

（２）研修者は、帰国後2か月以内に各自が研修・調査した事項の結果及び考察について、「研修・調査報告書

（社会福祉士及び精神保健福祉士は1万6千字から2万字程度、介護福祉士は8千字程度)｣に取りまとめ提出

するものとする。 

 

15 研修の成果について 

研修者は、研修の成果について、所属団体・施設並びに地域等において幅広く伝えるように努め、福祉サ

ービス及び地域福祉活動の向上に寄与するものとする。 

 

※提出書類は一切返却しないものとする。 


